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全国的に出生率の低下・少子化・人口減少がすすむ中、子育て世代の定住

人口の確保は町にとって大きな課題となっています。 

このような状況の中で、令和２年度から６年度までを計画期間とする第２期

二宮町子ども・子育て支援事業計画において、「みんながつながる 豊かな自

然とはぐくみのまち～はぐ（育）ハグ（hug）にのみや～」を基本理念に掲げ、新

たな民間保育所や民間学童保育所の整備、病後児保育の実施、子育てサロン

や一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業の充実といった諸施策

を通じて、安全、安心な子育て環境づくりに取り組んできました。一方で、共働

き世帯の増加をはじめとするライフスタイルの多様化に伴うニーズへの対応が

引き続き求められています。 

本計画期間においては、国の政策も踏まえながら次期二宮町子ども・子育

て支援事業計画を策定し、関係機関・各種団体・事業者等と連携した幅広い

子育て支援ネットワークを活かして、現状の課題やニーズを把握しながら子育

て支援施策をより一層充実させます。 

 

  

 

施 策 細 節 概 要 

ア）教育保育環境の充実 

多様化する教育・保育ニーズを的確にとらえて子育て支援の充実に努めるとと

もに、幼稚園や保育所と連携して子どもたちの健やかな成長を支え、小学校へ

の就学へつなげていきます。 

イ）子育て中の親に対する

支援の充実 

医療費助成をはじめとする各種制度により、子育て世帯の経済的負担を軽減し

ます。また、子育てサロンや一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業

などを通じて、子育て世代のライフスタイルの多様化に則した支援に努めます。 

ウ）学童保育所の充実 

民設学童保育所とも連携しながら、待機児童が生じないよう努めるとともに、安

全、安心な居場所を提供することで、保護者の就労などにより保育を必要として

いる児童の健全育成を推進します。 

 

  

 

施策分野１    子育て 

現況と方向性 

施策細節の概要 

◆主な SDGｓ該当分野 
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これからの学校教育には、小中学校と地域が一体となって、義務教育９年

間を見通した教育を進めるとともに、人口減少社会にあっても、子どもたちが

安心して共に学び、共に育つことができる、新たな教育環境の創出が求められ

ています。 

このような状況の中で、これまで子どもの多様性に応じた支援教育や、小中

学校の緩やかな接続を目的とした小中一貫教育の研究、地域とともに学校を

運営するコミュニティ・スクールの導入などの取り組みを通して、地域の人々と

ともに豊かな人間性と確かな学力を育み、歴史・文化を子どもたちへとつない

でいく教育を推進してきました。  

本計画期間においては、子どもたちの明るい未来を見据えた教育環境を創

出していくため、施設分離型小中一貫教育を開始し、その効果を検証しつつ、

学校の統合を含めた適切な規模の施設一体型小中一貫教育校の設置に向け

た研究を進めます。 

また、多様な子どもたち一人ひとりの個性を尊重した学びや育ちの環境を

確保するとともに、人権意識を高め、多様性を認め合うことのできる教育体制

の構築により、その個性を最大限に生かす協働的な学びを通じ「認め合い、高

め合う、二宮の子」の育成を推進します。 

 

  

 

施 策 細 節 概 要 

ア）義務教育９年間を見通

した小中一貫教育の

推進 

共通性と一貫性を持った指導をするため、小中学校教員によるカリキュラム研

究や、小中学校が連携した教育活動を推進します。また、施設一体型小中一貫

教育校の設置に向け、教育の内容や施設の在り方について研究を進めます。 

イ）児童生徒の多様性に

応じた学びの場の創

出 

児童生徒の多様な教育ニーズに的確に対応するため、様々な教育機関や専門

職、関係者と連携しながら、学びや育ちの環境づくりについて研究を進めます。

また、子どもや保護者の悩みや不安に関する教育相談を充実させます。 

ウ）地域とともにある学校

づくりの推進 

各学校のコミュニティ・スクールとしての特色を相互に共有し、これらの活性化を

目的として、学校運営協議会の円滑な運営により、学校と地域が一体となって子

どもたちを育む「地域とともにある学校づくり」を推進します。 

エ）児童生徒の学びや教

職員を支える教育環

境の整備 

各学校に整備したデジタル利用環境を有効に活用し、単にデジタル教科書の活

用に止まらない、幅広い活用を通じ、時代の変化に柔軟に対応できるよう、環境

を整えます。また、教育等施設長寿命化計画に沿って、児童生徒に対する安全

安心な教育環境を整備します。 

 

 

施策分野 2    教育 

現況と方向性 

施策細節の概要 

◆主な SDGｓ該当分野 
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少子高齢化や核家族化の進行、生活様式の多様化により、地域が必要とす

るニーズは刻々と変化しています。今後は、地域を支える担い手不足や生活

様式の変化に伴う地域コミュニティへの関わり方の変化が予測され、自助・互

助・共助による地域での支え合いの仕組み作りがより重要となっていきます。

また、８０５０問題や引きこもりなど制度の狭間にある複合的な問題を抱える世

帯への支援が求められています。 

このような状況の中で、情報発信や既存の資源を活用して、町民が主体と

なり支え合える地域づくりに向けた町民意識を醸成するとともに、「ことわらな

い相談窓口」を設置することで、相談をワンストップで受け止め、適切な機関

や適切な福祉制度へつなげてきました。 

本計画期間においては、介護保険など従来のサービスの充実はもちろんと

して、世代・年齢・性別などに関わらず、誰もが安心した地域生活を送るため、

町社会福祉協議会との連携を密にして、ボランティアの養成や活動支援をす

ることで地域の人材育成に努めるとともに、地域包括ケアシステムの構築に向

け、町民同士の交流が活発になり、多世代の人が参加できる地域の通いの場

の展開を進めます。 

  

 

 

施 策 細 節 概 要 

ア）地域福祉の充実 

誰もが安心した生活が送れるよう、町社会福祉協議会や民生委員児童委員協

議会、保護司会などの団体と連携し、活動に対して支援します。 

また、高齢者が抱える不安の解消のため、地域包括支援センターとの連携を密

にして支援体制の強化に努めます。 

イ）相談体制の充実 

ことわらない相談窓口をはじめ、様々な相談窓口を周知するとともに、内部だけ

でなく関係する様々な団体と連携し、複合的な課題に対して適切な支援を提供

できるよう、相談体制を充実していきます。 

ウ）高齢者福祉の充実 

高齢者が地域でいつまでもいきいきと元気に人生を送ることができるよう、医

療・介護予防・生活支援を一体的に提供する地域包括ケアシステムの推進体制

の強化に努めます。 

エ）障がい者福祉の充実 

障がいの有無に関わらず、誰もが安心した生活が送れるよう、障がい児者の社

会参加と自立支援のための相談支援をすることで、適切なサービスにつなげま

す。また、社会的障壁の除去や各種福祉制度の情報提供をします。 

オ）介護保険サービスの

充実 

高齢化の更なる進行や認定者の増加を踏まえ、介護保険サービスの計画的な

整備を進め、介護サービスの円滑な提供と様々な状況に適応できる介護サービ

スの充実を目指し、持続可能な介護保険事業を運営します。 

  

 

施策分野３    福祉 

現況と方向性 

施策細節の概要 

◆主な SDGｓ該当分野 
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定期的な健康診断やがん検診の受診率が目標値に届いておらず、健康維

持のための生活習慣病の予防や早期発見・治療の対策が課題となっています。

また、子育て世帯については、核家族化の進展や共働き世帯の増加、就労環

境や生活環境の多様化などにより、地域コミュニティとの関わり方も変化し、

孤立感の高まりなどで、親が感じる妊娠・出産・育児に関する不安などへの対

応や支援が課題となっています。 

このような状況の中で、健康的な生活習慣を確立するための、生活習慣病

の重症化予防を目的とした保健指導や、子どもと親が元気に過ごせるように

二宮町子育て世代包括支援センター「にのはぐ」を通した妊娠から出産、子育

てに関する支援・相談を継続し、子育てに関する助言や指導をしています。 

本計画期間においては、特定健診・がん検診をはじめとする各種健康診査

の受診率向上を目指した保健指導、・相談体制の充実に努めるとともに、子ど

もと親が元気に過ごすことができるための支援・相談や、二宮町国民健康保

険データヘルス計画に基づいた生活習慣病の発病や重症化予防のための取

り組みを推進します。 

また、新型コロナウイルス感染症をはじめとする新たな感染症の脅威に向け

た意識を高めるため、感染症への正しい知識の普及啓発を推進します。 

 

  

 

施 策 細 節 概 要 

ア）健康づくり支援の推進 
健康づくり事業や健康診査事業などを通し、町民の生涯を通じた健康保持を支

援するため、健康相談・普及啓発・健康診査・相談を推進します。 

イ）地域医療の充実 

一次救急（休日急患当番医）および二次救急を実施し、引き続き救急医療の充

実に努めます。また、医師会及び歯科医師会との連携を密にし、地域医療行政

を円滑に運営します。 

ウ）母子保健の充実 

母子の健康保持・増進のため、二宮町子育て世代包括支援センター「にのはぐ」

を通して、妊娠・出産から育児期を通して切れ目なく支援をします。また、健康診

査や育児相談などを通じ、育児不安の解消や良好な親子関係の構築を目指し

ます。 

 

  

 

施策分野４    健康・保健 

現況と方向性 

施策細節の概要 

◆主な SDGｓ該当分野 
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気候変動や海洋汚染をはじめとする様々な環境問題が深刻化し、世界共

通の持続可能な開発目標（SDGs）が明確に位置づけられるなど、世界規模

での取り組みがより加速しています。 

このような環境問題を改善するためには、行政だけでなく、町民や地域、あ

るいは事業者や環境団体といったそれぞれが主体となって取り組むことはも

ちろん、それぞれがパートナーシップのもとで連携しながら、目標達成に向け

た取り組みを進めることが重要と捉え、積極的な啓発や事業連携をしていま

す。 

本計画期間においては、脱炭素社会や循環型社会の実現に向けて、急速に

変化していく社会構造などに柔軟な対応をしていくとともに、誰一人取り残さ

ないことを目標に環境づくりの輪を広げながら、第３次二宮町環境基本計画

で掲げる望ましい環境像「緑と水辺、そして海が織りなす多様な自然といつま

でも共生し、環境づくりの輪が広がる美しいまち にのみや」の実現に向けた

積極的な取り組みを進めます。 

 

  

 

施 策 細 節 概 要 

ア）自然環境と生物多様

性の保全 

生活排水による公共用水域の水質汚濁防止や有害鳥獣被害対策、動植物の生

態への理解を深めるための啓発など、自然との持続的な共生に向けた取り組み

を推進することにより、豊かな自然環境と生物多様性の保全を促進します。 

イ）気候変動に対応した緩

和策と適応策の推進 

深刻化する気候変動問題を誰もが自分事と捉えて行動転換につながるよう、気

候非常事態宣言を発出し、国が掲げる２０５０年カーボンニュートラルに向けて

地球温暖化対策となる再生可能エネルギーの活用や省エネの促進、あるいは循

環型社会も意識したごみの減量化等を着実に推進することで、町全体からの二

酸化炭素排出を削減する緩和策を進めます。また、気候変動に伴う影響から生

命や暮らしを守るため、豪雨を起因とする災害に対応する都市基盤の維持・強

化や新たな感染症対策など、国や県との連携も強化しながら適応策を進めま

す。 

ウ）公共施設再編 

新庁舎整備をはじめとした公共施設の更新などの機会をとらえて、ZEB 化も視

野に入れ、再生可能エネルギーや省エネ設備の導入を進めることによって、脱

炭素社会の実現を目指します。 

 

  

 

施策分野５    環境 

現況と方向性 

施策細節の概要 

◆主な SDGｓ該当分野 
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東日本大震災や熊本地震などといった地震災害や、近年頻発する豪雨災

害などにより、自然災害に強いまちづくり、危機管理体制の構築、地域での住

民同士の支え合いなどの重要性があらためて認識されています。 

近年では、大きな災害に見舞われたことはありませんが、県の地震被害想

定や土砂災害警戒区域の指定が見直されたことなどから、二宮町地域防災計

画を改定し、防災や減災、災害時の対応、復旧・復興などが迅速にできる体制

を構築しています。 

また、災害時においては、自助および共助が重要な役割を果たすことから、

防災指導員を中心として自主防災組織による防災活動に取り組んでいます。 

本計画期間においては、いつどのような地震などの大規模な自然災害が発

生しても、町民一人ひとりの生命と暮らしを守ることができるよう、インフラや

公共施設、住宅などの安全性を高めるとともに、災害の種類に合わせた避難

所運営や危機管理体制を強化していきます。 

特に、発災時に被害を最小限にくい止めるために、自助、共助、公助の役割

分担を踏まえ、町民一人ひとりの防災意識を高め、家庭や地域での防災の取

り組みを強化するとともに、高齢者や障がい者の個別避難計画の検討など、

子ども達も含めた地域での支え合いの仕組みの充実に努めます。 

 

  

 

施 策 細 節 概 要 

ア）防災意識の向上 

新耐震基準に適合しない建築物の耐震改修およびブロック塀などの安全対策を

促進します。また、ハザードマップなどの災害に関する情報提供の充実によっ

て、自らの命を守るための町民の防災対策を支援します。 

イ）支え合いの仕組みの

充実 

地域における防災活動や、災害時の自主防災組織による避難支援や救出救護

活動などの技術向上を支援するとともに、安否確認や要配慮者への対応の仕組

みづくりとその充実、高齢者・障がい者の個別避難計画の検討などを進めます。

また、各防災活動団体間の連携を支援するとともに、企業などとの災害時協定

を促進します。 

ウ）危機管理体制の強化 

公共施設の耐震化、防災関連施設の整備の充実やライフラインの防災性の向上

などにより、災害に強い町の基盤づくりを推進するとともに、災害時における自

治体としての業務継続体制を強化します。 

 

  

 

施策分野６    防災 

現況と方向性 

施策細節の概要 

◆主な SDGｓ該当分野 
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近年、多様化・激甚化する災害や救急需要の増加への対応が課題となる中、

常備消防の強化はもとより消防力の一翼を担う消防団員の定数確保や日中

災害時における出動消防団員の確保なども必要とされています。 

このような状況の中で、消防職員の人員増強や車両資機材の更新整備、消

防団活動の支援を目的とした機能別消防団員制度の創設・運用、民間事業所

などとの災害時支援協定の締結などにより町の消防力強化と平塚市・大磯

町・二宮町共同消防指令センターの適切な運用をはじめとした広域連携の強

化に努めています。 

本計画期間においては、消防庁舎をはじめとする消防関係施設および消防

車両や資機材の適切な整備によりハード面を強化するとともに、高度な知識・

技術を持つ消防職員の育成や消防団員との知識共有によりソフト面を強化し

て、常備・非常備消防の消防力の増強を進めます。また、事業所や団体などと

の連携による火災予防啓発や応急手当の普及を推進します。 

 

  

 

施 策 細 節 概 要 

ア）消防・救急活動の充実

強化 

消防・救急活動体制の充実など、町の消防力強化のため、消防庁舎の大規模改

修および分団詰所の改修や、車両の適切な整備・運用に努めます。また、消防団

などと連携して、火災予防啓発や様々な災害活動訓練を実施します。 

 

  

 

施策分野７    消防救急 

現況と方向性 

施策細節の概要 

◆主な SDGｓ該当分野 
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農業者の高齢化や担い手の減少、有害鳥獣による農業被害の増加などに

より、耕作が放棄・休止された遊休農地が増加しています。そのような遊休農

地の有効利用が求められる一方で、遊休農地の多くが谷戸や斜面地に存在

するため、農地拡大希望者や新規参入者が希望する農地の確保が難しい状

況にあります。 

このような状況の中で、町では新たに発生した遊休農地の地権者に対する

農地利用意向状況調査や、地域計画の策定（人・農地プランの実質化）に伴う

アンケート調査などにより、農地の利用意向を把握した上で、地域性に応じた

集約化方針を作成しました。これを活用し、農地中間管理事業の活用を促進

するとともに、新規就農者・法人の参入や遊休荒廃地の復元整備を支援して

いるほか、オリーブや落花生などの特産物の普及を奨励しています。 

本計画期間においては、新たに導入したタブレット端末により農地集積・集

約化を加速し、「eMAFF 農地ナビ」を通じて農地情報を公表することで、遊

休農地のより一層の利用促進を進めるとともに、各種支援策の継続実施によ

り、新たな担い手の確保に努めます。 

また、新たな特産物としてオリーブのブランド化を推進するとともに、畜産並

びに水産も含めた地産地消を推進します。 

 

  

 

施 策 細 節 概 要 

ア）農林業振興の推進 

町内の農地が適切に管理されるよう、農業委員会と連携し有効活用を促進する

とともに、さらなる農業振興を推進するため、荒廃地復元整備や有害鳥獣対策

など、周辺環境も含めた支援対策を講じます。また、私有地民有林の適正管理

がなされるよう、所有者への啓発に努めます。 

イ）水産振興の推進 

町が管理する漁港施設並びに海岸保全施設の適切な維持管理に努めるととも

に、さらなる水産振興を推進するため、大磯二宮漁業協同組合をはじめとする

漁業事業者の支援を継続します。 

ウ）特産品の普及と二宮

ブランドとの連携 

町の特産物である温州みかん・玉ねぎ・原木椎茸の栽培促進に努めるとともに、

新たな特産物としてオリーブの普及奨励を進めます。また、町内における落花生

の栽培の復活を目指します。さらに、特産品の認知度向上などについても、民間

企業との連携も検討しながら積極的に取り組みます。 

 

  

 

施策分野８    農林漁業 

現況と方向性 

施策細節の概要 

◆主な SDGｓ該当分野 
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商業をめぐる環境が厳しさを増す中、町民や移住者による飲食や小売、サ

ービスなどの新たな出店が見られるなど、消費者のニーズに応えた商業・サー

ビス業の芽も育ちつつあります。 

このような状況の中で、商工会と連携して創業・経営支援をするとともに、

二宮駅周辺の商店街の活性化や支援策を推進していますが、環境に配慮した

商品開発など多様な消費者のニーズに応えられる商業振興をさらに進め、安

全・安心に楽しく買い物ができる商業空間づくりをしていくことが課題となって

います。 

また、ICT 環境の飛躍的な向上により全国的に整備されつつある、場所や

時間の制約なく柔軟に働くことができる環境における、枠組みに囚われること

のない多様なサービスの可能性も視野に入れ、第三者による事業承継や時代

に即した業態転換などによる事業継続を支援し、商業振興を進めていく必要

があります。 

本計画期間においては、商工会や商店連合協同組合と連携して、町民が町

内で買い物できる場を確保するとともに、創業支援などの実施による町のにぎ

わいの創出など、消費者のニーズに応えられる商業振興を進めます。 

 

  

 

施 策 細 節 概 要 

ア）商工業の振興 

町商工会や金融機関などと連携し、中小企業の発展に向けて事業継続及び創

業支援を強化します。また、「二宮ブランド事業」では、湘南オリーブオイルをはじ

めとして地域ブランド力の更なる向上を目指します。 

イ）中小企業への支援 
町内中小企業の振興と経営の安定のため、融資制度などの活用による中小企

業支援を推進します。 

ウ）勤労者福祉の充実 町内事業者に働きかけ、勤労者の福利厚生の充実に努めます。 

 

  

 

施策分野９    商工業 

現況と方向性 

施策細節の概要 

◆主な SDGｓ該当分野 
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、観光業の事業形態は遠

距離・大規模から近距離・小規模へと縮小しています。しかし見方を変えると、

自宅から１時間から２時間程度の「地元」での小規模観光「マイクロツーリズム」

は、地域の魅力を再発見しながら、地域経済に貢献できる旅行形態ともいえ

ます。 

近年、二宮町では若い事業者の流入などを起点として特色ある店舗や町民

主体の大小さまざまなイベントが増え、「交流人口」（来訪者）の増加につなが

っています。この「交流人口」の増加に伴って、幅広い産業に経済的な波及効

果と雇用の創出などを生み出し、定住促進や観光資源の創出にもつながるこ

とで地域活力の維持が期待されます。 

本計画期間においては、様々な形で関わりを持っていただく「関係人口」

（地域づくりの担い手）と呼ばれる町内外の人材増加を目指し、観光事業の中

核となる観光協会とともに、観光をきっかけとした地域活性化「観光まちづくり」

を推進します。さらには、「観光まちづくり」を継続して推進することで、「関係

人口」「交流人口」をそれぞれ増加させるという相乗効果が得られます。その

結果、引き続き町民が地域に愛着と誇りを持ち、「行ってみたい、住んでみた

い、住み続けたい」と思っていただける持続可能な観光振興を目指します。 

 

  

 

施 策 細 節 概 要 

ア）観光まちづくりの推進 

観光事業推進の中核を担う観光協会が進める組織強化を支援し、観光協会と

連携して、関係人口の増加を含めた観光まちづくりを推進します。また、二宮町

観光まちづくり戦略に沿って、歴史・文化を有する観光資源の発掘・活用・保全

の促進と積極的な情報発信に努めます。 

 

  

 

施策分野１０   観光 

現況と方向性 

施策細節の概要 

◆主な SDGｓ該当分野 
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町民の生活に不可欠な道路や橋りょう、下水道施設といったインフラは、老

朽化が進んでいるものが多く、計画的な改修などを進める必要があります。ま

た、通学路などの安全対策や、幅の狭い道路の拡幅などについても、順次対

応していくことが求められています。 

また、町の公共交通は、ＪＲ二宮駅を起点にバス路線が周辺の住宅地とを結

んでいますが、一部で交通空白地帯などの不便地域が存在します。特に昭和

４０年から５０年代に造成した丘陵地は坂が多く、高齢化も進んでいることか

ら、利便性や居住者の確保のためにも、新たな交通施策の導入など交通環境

の向上が求められています。 

このような状況の中で、内陸部における大型店舗の出店によって、二宮駅

周辺は商業的に衰退しつつあります。通勤・通学者や観光客の利便性を確保

するためには、駅周辺地域の商業的魅力を高める必要があります。 

本計画期間においては、ラディアン周辺への新庁舎整備をはじめとした都

市基盤の整備と維持管理を着実に進めるとともに、公共交通の充実や駅周辺

のにぎわいの向上など、町民の生活利便性や快適性の向上を目指します。 

 

  

 

施 策 細 節 概 要 

ア）道路の整備と管理 
道路および橋りょうに関する長寿命化計画に沿って既存町道の拡幅整備や適切

な維持管理を実施して、円滑かつ安全な交通を確保します。 

イ）地域公共交通の確保・

維持 

持続可能な地域公共交通を確保するために、地域公共交通計画を見直します。

また、移動困難者の移動支援についても、福祉的な視点から検討を進めます。 

ウ）公共下水道の整備と

管理 

下水道の更なる普及のため、公共下水道未普及地区の解消および下水道の接

続促進に努めるとともに、ストックマネジメント計画を基に、下水道施設の更新や

管路調査などを計画的に進めます。 

エ）新庁舎整備と中心市

街地などの整備・誘導 

ラディアン周辺への新庁舎整備を進めるとともに、町の玄関口である駅前複合

施設の検討を進め、中心市街地などにおける快適な移動環境の向上とにぎわい

のある空間を形成します。 

オ）葛川水系河川整備計

画の促進 

神奈川県葛川水系河川整備計画に基づき、洪水などによる災害の発生防止、流

量の維持、河川環境の整備について、県と連携・協力します。 

 

  

 

施策分野１１   都市基盤 

現況と方向性 

施策細節の概要 

◆主な SDGｓ該当分野 
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都市計画マスタープランに基づいて土地利用の規制や誘導をしているほか、

二宮町の開発事業における手続及び基準等に関する条例により、一定範囲以

上の開発事業については、周辺住民への周知や、周辺住民と事業者との対話

の場を設けることを義務づけることで、住環境を保全しています。 

また、人口減少や高齢化に伴い、空き家などが増加していることから、二宮

町空家等対策計画を策定し、二宮町空家等対策協議会を中心に取り組みを

推進しているほか、空き家バンク制度により、空き家などの活用を促進するた

めの取り組みも進めています。 

本計画期間においては、人口減少や高齢化がさらに進行することによる空

き家などの増加が見込まれるため、空き家バンクの利用件数を増やすための

制度の見直し、外部団体などとの連携体制を確立するなど、空き家などの適

正管理と活用促進の取り組みを強化していきます。 

また、未利用町有地についても、町の重要な財産となるよう、公共施設の再

編と併せて、適切に活用できるように研究を進めます。 

 

  

 

施 策 細 節 概 要 

ア）適切な土地利用の誘

導と促進 

都市計画マスタープランに基づいて、適正な土地利用を推進するとともに、二宮

町の開発事業における手続及び基準等に関する条例により、安全・安心で快適

な住環境の形成を進めます。 

イ）空き家化の予防と適正

管理の推進 

二宮町空家等対策計画に基づいて、空き家などの適正管理と活用を促進すると

ともに、既存の住宅ストックを活用した支援策などについて検討します。 

ウ）二宮海岸の砂浜の再

生 

台風災害により失われた砂浜の再生と安全確保のため、国・県と連携・協力しま

す。 

 

  

 

施策分野１２   土地利用 

現況と方向性 

施策細節の概要 

◆主な SDGｓ該当分野 
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町内の公園は宅地開発などにより設置されたものが多く、配置などに偏り

があるなどの問題があったため、誰もが利用しやすい公園づくりを目指し、二

宮町公園統廃合計画を策定しました。 

この計画に基づき、公園の廃止や遊具の設置、ボール遊びできる公園を整

備し、町内の公園の適正な配置や維持・管理をしていますが、策定から５年が

経過し、当初の計画と公園の配置や遊具の整備状況などに違いが生じている

所もあり、計画の見直しが必要となっています。また、緑地については、百合が

丘地区のヤマユリの保護育成や葛川沿線の緑化、町内の公共用地の花壇づ

くりを町民の協力を得ながら進め、菜の花の町、緑や草花があふれる町として

のイメージの向上に努めています。 

本計画期間においては、公園統廃合計画を見直し、子どもや保護者をはじ

めとする様々な年代や立場の町民ニーズを踏まえた上で、引き続き誰もが利

用しやすい公園づくり、持続可能な公園の維持・管理の仕組みづくりを推進し

ます。また、緑地保全にあっては、二宮らしい緑や草花があふれる町としての

イメージを向上させるべく、町民とともに継続した取り組みを推進します。 

 

  

 

施 策 細 節 概 要 

ア）公園・広場の充実と適

切な管理運営 

二宮町公園統廃合計画に基づき、公園の配置や施設・設備などの維持管理、町

民ニーズを踏まえた公園の新設・更新などを計画的に推進します。 

イ）緑地の保全と緑化の促

進 

町民などとの連携のもと、吾妻山周辺や一色地区の里山など、町内に残る緑地

を保全するとともに、緑化や飾花などの取り組みを促進します。 

 

  

 

施策分野１３   公園・緑地 

現況と方向性 

施策細節の概要 

◆主な SDGｓ該当分野 
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町には先人から受け継がれた多様な自然環境や貴重な歴史・文化などの地

域資源が多数存在しています。そうした歴史的な地域資源に触れる機会をつ

くり、ふるさと二宮に対する愛着を持ってもらうことは、町の未来をより良いも

のにしていく上でも重要な意味を持っています。しかし、担い手の高齢化や会

員数の減少などにより、この地域資源を保護し、次世代に継承することが困難

になりつつあります。 

このような状況の中で、歴史資料や伝統芸能などの有形・無形文化財に対

し支援しているほか、町民や地域と連携した、新たな担い手の発掘・育成と次

世代へ継承する活動にも支援しています。また、町民の自発的な文化活動を

促進するため、生涯学習センター・ラディアンや図書館を整備し、活動団体な

どの情報提供や発表の機会の確保に努めています。 

本計画期間においては、引き続き文化財の管理・継承活動に対する支援な

どを継続するほか、文化活動などを町の活性化に結び付ける取り組みを進め

ます。 

 

  

 

施 策 細 節 概 要 

ア）文化の振興 

町民の交流や生きがいづくりを促進するため、町民主体の文化活動に対する支

援をするほか、生涯学習センター・ラディアンや図書館のリニューアルをはじめと

した、成果を発表する場を提供します。 

イ）歴史・文化の継承 
町民の地域への誇りと愛着の醸成を促進するため、町の伝統芸能・歴史・文化、

自然などを保全・継承する活動を支援します。 

 

 

  

 

施策分野１４   歴史・文化 

現況と方向性 

施策細節の概要 

◆主な SDGｓ該当分野 
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少子高齢化や共働き世帯の増加、感染症の流行などにより、地域コミュニ

ティへの係わり方が変化しています。また、人生100年時代の到来、持続可能

な開発目標（SDGs）の達成への貢献およびデジタル社会の進展など、社会は

大きな変化を遂げており、これらに対応するための手段として生涯学習の果た

す役割は重要になっています。  

このような状況の中で、町では生涯学習センター・ラディアン・図書館・スポ

ーツ施設・ふたみ記念館を活用して、社会教育・体育団体やボランティアなど

と連携しながら、町民が自ら学習やスポーツなどの生涯学習に関わる活動に

取り組むきっかけづくりに努めています。 

本計画期間においては、誰一人取り残さず、町民一人ひとりが生涯にわた

って、いつでも学びやスポーツに親しめる環境づくりの指針となる二宮町生涯

学習推進計画を策定し、今の時代に合ったそれぞれの学び直しやスポーツを

通じた健康増進のために、生涯学習・スポーツ施設のリニューアルを進め、団

体活動や地域活動の活性化にもつながるよう、生涯学習を推進します。 

 

  

 

施 策 細 節 概 要 

ア）生涯学習推進の仕組

みづくり 

二宮町教育等施設長寿命化計画などの各種計画に基づき社会教育・体育施設

の改修を進めます。また、町民の「知の拠点」として図書館を滞在型にリニューア

ルするなど、町民が学習・スポーツ活動に触れる機会を提供し、町民が主体的に

取り組む学習・スポーツ活動を支援します。 

イ）家庭・地域の教育力の

向上 

各種団体との連携により、青少年の健全育成を推進します。また、コミュニティ・

スクールの枠組みを活用し、地域学校協働活動の推進による家庭や地域社会

の教育力向上に努めます。 

ウ）地域の学びやスポーツ

の振興および活動支

援の充実 

町民や地域が主体となった生涯学習・スポーツ活動や、そのきっかけづくりに各

種団体と連携しながら取り組みます。 

 

  

 

施策分野１５   生涯学習・スポーツ 

現況と方向性 

施策細節の概要 

◆主な SDGｓ該当分野 
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地域主権改革の進展、人口減少・少子高齢化、地域課題および町民ニーズ

の多様化・複雑化などにより、行政の果たす役割はますます重要となるととも

に、行政だけでは解決できない課題も増えています。 

このような状況の中で、広報紙・ホームページ・SNS などの多様なメディア

を活用したシティプロモーションや町民の意見を町政に反映するための機会

の充実を目指し、また、町民の信託に応えるため、二宮町人材育成基本方針

に基づく職員研修などを通じた町職員の資質の向上により、職員の力が発揮

できる行政運営に努めています。 

本計画期間においては、多忙な子育て世代をはじめとする町民一人ひとり

の意見をより行政運営に反映させるため、オンラインを含めた幅広い町民参

加の手法を検討するとともに、町の施策や取り組みについても多世代に伝わ

るよう、広報広聴機能のさらなる充実に努めます。また、多様化・複雑化する

地域課題に的確に応えるため、町民・地域コミュニティ・NPO・町民活動団体・

ボランティアなどと行政がお互いの立場を尊重し、適切な役割分担のもと連携

した協働のまちづくりが進められるよう、情報共有や支援体制を充実させると

ともに、誰もが自分らしくいられるまちの実現を目指し人権やジェンダー平等

意識などの啓発のほか、職員の能力向上に努め、柔軟で自治体経営能力が

高い町を目指します。 

 

  

 

施 策 細 節 概 要 

ア）広報・広聴の充実 

ホームページや広報紙、広報板などの多様な手法により町の取り組みなどを積

極的に発信し、移住・定住・交流ＰＲ事業を推進します。また、まちづくり移動町

長室の開催などにより、広聴活動を充実させます。 

イ）官民協働によるまちづ

くり活動の推進 

複雑かつ多様化する地域課題に対して、町とNPO・町民活動団体・ボランティア

などの多様な団体が協働して、地域を支える様々な活動へ参加することができ

るよう、活動拠点の整備や情報提供などをします。また、町民活動団体の自主的

なまちづくりを応援できるよう、補助金制度を見直します。 

ウ）職員の能力の向上 
刻々と変化する社会経済情勢や行政課題に対して、柔軟に対応できるよう、人

材育成基本方針に基づき、職員に必要な能力を向上させます。 

エ）人権・平和の推進 

多様性を認め合い、自分らしくいられるまちの実現を目指し、お互いの人権や価

値観を尊重し合えるよう、啓発活動を推進します。また、平和およびジェンダー

平等意識の啓発や学習機会を充実させます。 

 

  

 

施策分野１６   自治 

現況と方向性 

施策細節の概要 

◆主な SDGｓ該当分野 
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人口減少・少子高齢化の進行に伴い、今後も税収入を主とした自主財源が

減少する一方、医療費や介護費といった扶助費などは増加し、厳しい町財政

が継続することが見込まれます。また、町民ニーズの多様化や国による地域主

権改革の流れの中で、町が担うべき行政事務も増加しています。 

このような状況の中で、変化する社会状況や町民ニーズに対応しつつも、

行政サービスの質を維持した持続可能な行政運営をしていくためには、喫緊

の課題である老朽公共施設の再配置と未利用町有地の有効活用や業務・手

続きのデジタル化を着実に進めるとともに、業務の効率化や財源の確保、連

携によるまちづくりといった行財政改革を継続していく必要があります。 

本計画期間においては、業務の効率化や職員能力の向上といった「組織力

の強化」と、事業の見直しや財源の確保といった「財政基盤の強化」、町民参

画の仕組みづくりや産官学の連携といった「多様な主体との連携の強化」を三

本柱として、行財政改革を進めていきます。 

 

  

 

施 策 細 節 概 要 

ア）計画的な行政運営 
総合計画に位置付けられた事業の進捗を管理する行政評価などにおいて、内部

および外部の評価を実施して、事業の見直しや効率化を進めます。 

イ）安定的な財政基盤の

確立 

新庁舎整備や地域集会施設などの老朽化に伴う各種施設の更新に備え、基金

の積み立てと取り崩しを計画的に実施して、財政を安定的に運営します。 

また、町財政の基盤である税金の納税意識の啓発に努めるとともに、 納税環境

の整備および徴収体制の強化により安定的な税収確保に繋げます。 

ウ）自治体ＤＸの推進およ

び効率的な情報システ

ム運用 

デジタル技術を活用し、手続きのオンライン化など町民の利便性向上および事

務の効率化を目指し、自治体 DX の取り組みを推進します。また庁内のシステ

ム、ネットワークなどの安定稼働およびソフトの共同利用などによりシステム費用

の低減、事務の省力化・効率化を進めます。 

エ）公共施設と未利用町

有地の適正な維持管

理・再編 

長期的な財政負担を軽減・平準化するために、公共施設再配置・町有地有効活

用実施計画などに基づき、公共施設などの更新・統廃合・長寿命化・維持管理と

配置の最適化並びに未利用町有地の有効活用を推進します。 

オ）広域連携・産官学連携

の推進 

業務の効率化や適正実施を視野に入れ、スケールメリットが期待できる業務や

広域的な連携が必要な業務などの研究および業務連携を進めます。 

 

  

 

施策分野１7   行財政改革 

現況と方向性 

施策細節の概要 

◆主な SDGｓ該当分野 
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自治会などの組織が連携し、地域イベント・福祉・防犯・防災・環境など、町

民の暮らしをみんなで支える活動がされていますが、高齢化の進行や世帯の

小規模化などとともに、地域活動への関わり方も変化し、多くの組織で役員な

どの担い手不足が懸念されています。 

このような状況の中で、町では各自治会などの組織へ支援をするとともに、

自治会間の情報共有・連携強化を進めています。また、地域における生涯学

習事業を広域で実施する際の支援制度も整備しました。 

本計画期間においては、地域による活動の継続と共助の力を強めるため、

今後の地区のあり方について検討を進めるほか、地域活動の拠点となる 25

か所の地域集会施設を、原則 1 地区 1 施設とすることを目標に耐震化と長寿

命化を進めます。また、自治会などの組織だけでなく様々な分野を担う地域活

動団体の組織基盤強化を進めるとともに、多様なコミュニティの地域活動への

参画促進や情報共有、支援体制の充実強化に努めます。 

 

  

 

施 策 細 節 概 要 

ア）コミュニティ活動支援 

自治会・町内会などの地域で活動する団体や、NPO や町民活動団体、ボランテ

ィアの交流や連携、各団体の主体的なコミュニティ活動を支援するため、情報共

有や相談体制の充実・強化を進めます。 

イ）地域集会施設の長寿

命化と機能性向上 

1 地区 1 施設を原則として、移譲・統合を地区と協議するとともに、旧耐震基準

で建設された施設は、耐震補強工事や更新を実施するなど、地域の実情に応じ

て検討、・協議を進めます。また、地域の情報共有を支援する目的で、自治会や

町内会による Wi-Fi 環境整備を支援します。 

 

  

 

施策分野１８   地域づくり 

現況と方向性 

施策細節の概要 

◆主な SDGｓ該当分野 
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町内で発生している犯罪に関しては、窃盗犯などは減少する傾向にあるも

のの、特殊詐欺などの知能犯が増加傾向にあります。 

このような状況の中で、特殊詐欺被害の抑制に関する町民の意識啓発に力

を入れるとともに、補助制度や相談体制の強化を推進しています。また、交通

事故防止対策については、安全な道路・通学路の整備や防犯灯・街路灯の整

備を進めるとともに、登下校時の地域住民による見守り活動などの協力も得

ながら交通安全運動の実施などによる意識啓発に努めているほか、「二宮町

安全安心まちづくり推進協議会」を中心として、地域住民が主体となった活動

を支援することで、安全で安心して生活できる地域づくりを推進しています。 

本計画期間においては、町民の安全・安心な暮らしを守るために、地域コミ

ュニティを中心として巡回活動をするなど、日頃から地域をみんなで見守り、

管理することにより「地域の安全性」を高める取り組みを進めていきます。 

 

  

 

施 策 細 節 概 要 

ア）地域の安全性の向上 

防犯や交通安全に関する意識の啓発と防犯・交通安全施設などを充実するとと

もに、町内の自治会・町内会で開催されている防犯・交通安全に関する取り組み

の事例紹介や相談体制の充実により、地域の安全性の向上を目指します。 

イ）消費者被害対策の充実 

悪質商法に対する啓発活動の強化のほか、商品やサービスなど消費生活全般

に関する情報提供や契約などの正しい知識の普及により、消費者被害の未然防

止を目指します。 

 

 

 

施策分野１９   安全安心 

現況と方向性 

施策細節の概要 

◆主な SDGｓ該当分野 


